
別添

障害支援区分における医師意見書の事務処理等について 

１．医師意見書に係る事務処理医師意見書に係る事務処理の基本的な流れは、以下

のとおりである。 

なお、医師意見書に係る事務処理については、医師会や医療機関等に対して、

あらかじめ事務処理の流れを説明するなど、円滑な事務処理を行える体制を構築

しておくことが望ましい。 

① 介護給付費（特例介護給付費を含む。）又は訓練等給付費（特例訓練等給付費

を含み、共同生活援助に係るものに限る。）の支給対象となるサービスに係る

支給申請（同行援護に係る支給申請のうち「身体介護を伴わない場合」及び

共同生活援助に係る支給申請のうち、入浴、排せつ又は食事等の介護を伴わ

ない場合を除く。）を受理する。 

② 申請者に主治医の有無を確認する。主治医がいない場合は、協力医等のうち

から依頼する医師を特定する。 

③ 主治医・協力医等に対して、医師意見書作成依頼書（別紙１）、請求書（別紙

２）及び作成料請求書（別紙３）を送付する。 

④ 主治医・協力医等に医師意見書及び請求書に必要事項を記載してもらい、市

町村へ返送してもらう。 

⑤ 医師意見書の記載内容を確認し、請求書に基づき支払いを行う。 

また、障害支援区分の更新の場合等、申請が行われることが明らかな場合に

は、申請者を経由して主治医・協力医等へ依頼すること、主治医・協力医等から

申請者を経由して提出いただくことも可能である。 

（参考）協力医の考え方 

医師会、医療機関等の関係団体の協力を得て、医師意見書の記載を依頼する

協力医を特定しておくことは可能である。 

・ 申請者の住所地の近隣にある医療機関など、協力医の中から申請者にとって

受診の便がよい医師を指定することが現実的な対応と考えられる。 

・ また、医師意見書を記載する医師について、申請者の希望がある場合は、協力

医ではなく、申請者の希望する医師に記載を依頼することが考えられる。 



・ なお、協力医は、障害者施設の嘱託医等、障害者福祉に関する実務経験を有

しており、都道府県等が行う主治医研修を受講した医師が望ましい。２．医

師意見書の記載に係る対価 

医師意見書の記載に係る対価については、在宅・施設入所別、新規・継続別に

以下の金額とし、地域生活支援事業費補助金（障害支援区分認定等事務）の補助

対象経費（以下「補助対象経費」という。）とする。 

また、課税された消費税分も補助対象経費とする。 

なお、ここで言う「継続」とは、更新申請において次に該当する者である。 

① 「施設入所」の者については、前回申請時と同一の施設に入所している者 

② 「在宅」の者については、前回申請時と同一の医師又は医療機関が医師意

見書を記載した者 

 在 宅 施設入所 

新 規 ５，０００円 ４，０００円 

継 続 ４，０００円 ３，０００円 

※ 「施設入所」とは、社会福祉施設、医療施設等であって入院機能を有する

ものを含む。 

※ また、「施設入所」に該当するのは、これらの施設等の入院・入所者に対

して、常勤・非常勤を問わず、健康管理を含む医学的管理を行うことを業

務とする医師が、その入院・入所者に関する医師意見書を記載した場合と

する。 

※ なお、施設入所者であっても、当該施設と関係がない医師が医師意見書を

記載した場合には、「在宅」として取り扱う。 

３．診察・検査に係る費用 

  基本的な考え方（別紙４） 

主治医がなく、主訴及び異和（寝たきり含む。以下「主訴等」という。）もな

い者に対して医師意見書を記載する場合、記載に当たって必要となる基本的な

診察・検査に係る費用については、健康診断に係る費用と同様に医療保険の対

象とはならず、市町村が負担することとし、補助対象経費とする。また、消費

税が課税された消費税分も補助対象経費とする。 

なお、医師意見書の記載に当たって実施した診察・検査に係る費用につい

て、市町村が負担するか、医療保険の対象となるかは以下のとおり。 



① 主治医がいる場合 

これまでの診療等によって得られている情報（診療録等）に基づき、医師

意見書を記載してもらう。その費用は市町村が負担することとし、補助対象

経費とする。 

なお、医療を必要と認めた場合、その費用は医療保険の対象となる。 

② 主治医がいない場合 Ⅰ．主訴等がある場合 

診療に係る費用は医療保険の対象となる。また、往診が行われた場合

も、その費用は医療保険の対象となる。 

Ⅱ．主訴等がない場合 

初診として基本的な診察を行う。その費用は市町村が負担することと

し、補助対象経費とする。 

基本的な診察によって医療を必要と認めた場合、その費用は医療保険の

対象となる。 

Ⅲ．主訴等がなく、基本的な診察によっても特に医学的問題がない場合 

医師の判断により必要に応じて基本的な検査（検査項目については後

述）を行う。その費用は市町村が負担することとし、補助対象経費とす

る。 

基本的な検査によって医療を必要と認めた場合、その費用は医療保険の

対象となる。 

※ 例外的に、主訴等があり、医療を拒否している者を医師が訪問する必要が

生じた場合、医師意見書記載にかかる費用、基本的な診察にかかる費用及

び基本的な検査に要する費用については市町村が負担する（補助対象経費

とする）こととし、その他交通費に相当する費用等は申請者の負担とす

る。 

 


